
奈
良
県
訓
令
第
一
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

奈
良
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

別
表
の
本
庁
に
お
け
る
記
号
の
表
総
務
部
の
項
中

「

施
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
統
括
室

施
統

「
を

施
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
統
括
室

施
統

万
博
推
進
室

万
推

」

」

に
改
め
る
。
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